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燃
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一
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核
燃
料
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宮
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県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（　
　

同　
　

）　
　

四

訓

令

甲

〇
宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令�

（
税　

務　

課
）　
　

六

規

則

　

核
燃
料
税
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
六
月
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
四
号

　
　
　

�

核
燃
料
税
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

核
燃
料
税
条
例
（
令
和
四
年
宮
城
県
条
例
第
七
十
四
号
）
の
施
行
期
日
は
、
令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
と
す
る
。

�

　

核
燃
料
税
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
六
月
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
五
号

　
　
　

核
燃
料
税
条
例
施
行
規
則

　

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
規
則
は
、
核
燃
料
税
条
例
（
令
和
四
年
宮
城
県
条
例
第
七
十
四
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
の
施

行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
徴
税
吏
員
の
委
任
）

第�

二
条　

知
事
は
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
一
条
第
一
項

第
三
号
の
徴
税
吏
員
と
し
て
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
を
、
総
務
部
税
務
課
に
勤
務
す
る
職

員
に
委
任
す
る
。

　

一　

核
燃
料
税
に
係
る
徴
収
金
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

核
燃
料
税
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
調
査
を
す
る
た
め
に
質
問
及
び
検
査
を
す
る
こ
と
。

　

三　

核
燃
料
税
に
係
る
徴
収
金
の
滞
納
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

そ
の
他
知
事
が
指
定
す
る
核
燃
料
税
に
係
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

２�　

知
事
は
、
前
項
の
事
務
を
徴
税
吏
員
に
行
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
務
の
内
容
及
び
期
間
を
定
め
て
こ

れ
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３�　

第
一
項
の
徴
税
吏
員
に
は
、
そ
の
身
分
を
証
す
る
徴
税
吏
員
証
を
交
付
す
る
。

　

（
更
正
又
は
決
定
の
通
知
）

第�

三
条　

知
事
は
、
法
第
二
百
七
十
六
条
、
第
二
百
七
十
八
条
又
は
第
二
百
七
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
核
燃
料
税
に
係

る
徴
収
金
の
更
正
又
は
決
定
を
し
た
と
き
は
、
核
燃
料
税
更
正
決
定
通
知
書
兼
徴
収
金
納
額
告
知
書
に
よ
り
納
税
者

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
賦
課
徴
収
）

第�

四
条　

核
燃
料
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
、前
条
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則（
昭

和
二
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
第
八
条
の
二
、
第
八
条
の
三
、
第
九
条
の
二
、
第
九
条
の
三
、
第
十
一
条
、

第
十
二
条
、
第
十
二
条
の
六
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条

第
一
項
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
二
十

条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
規
則
第
八
条
の
二
、
第
八
条
の
三
、
第
九
条
の
二
、
第
九

条
の
三
、
第
十
二
条
、
第
十
二
条
の
六
か
ら
第
十
二
条
の
九
ま
で
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
五

条
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
第
二
項
、
第
二
十
条
第
三
項
並
び
に
第
二
十
条
の
二
中
「
県
税
事
務
所
長
」
と
あ
る
の

は
「
知
事
」
と
、
同
規
則
第
十
六
条
第
一
項
中
「
条
例
第
二
十
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
条
の
九
の
三
」
と
、

同
規
則
第
二
十
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

（
文
書
の
様
式
）

第�

五
条　

条
例
第
八
条
第
一
項
の
申
告
書
及
び
価
額
割
に
係
る
同
条
第
三
項
の
修
正
申
告
書
の
様
式
は
、
様
式
第
一
号

に
よ
る
。

２�　

条
例
第
八
条
第
二
項
の
申
告
書
及
び
出
力
割
に
係
る
同
条
第
三
項
の
修
正
申
告
書
の
様
式
は
、
様
式
第
二
号
に
よ

る
。
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３�　

第
三
条
の
核
燃
料
税
更
正
決
定
通
知
書
兼
徴
収
金
納
額
告
知
書
の
様
式
は
、
様
式
第
三
号
に
よ
る
。

４�　

核
燃
料
税
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
文
書
の
様
式
は
、
前
三
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
宮
城
県
県
税
条
例
施

行
規
則
様
式
第
五
号
の
二
（
そ
の
一
）、
様
式
第
十
七
号
、
様
式
第
十
七
号
の
二
、
様
式
第
二
十
八
号
、
様
式
第
三

十
三
号
、
様
式
第
三
十
四
号
、
様
式
第
三
十
六
号
及
び
様
式
第
三
十
七
号
か
ら
様
式
第
三
十
八
号
（
そ
の
一
）
ま
で

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
様
式
第
二
十
八
号
中
「宮

城
県

　
　
　
　
　
　
　

所
長

」
と
あ

る
の
は
「宮

城
県
知
事

」
と
、「県

税
事
務
所

」
と
あ
る
の
は
「宮

城
県
総
務
部
税
務
課

」
と
、「当

所
還
付
担
当
班

」

と
あ
る
の
は
「宮

城
県
総
務
部
税
務
課

」
と
、
様
式
第
三
十
三
号
、
様
式
第
三
十
四
号
及
び
様
式
第
三
十
七
号
か
ら

様
式
第
三
十
八
号
（
そ
の
一
）
ま
で
の
規
定
中
「宮

城
県

　
　
　
　
　
　
　

所
長

」
と
あ
る
の
は
「宮

城
県
知
事

」

と
す
る
。

５�　

知
事
は
、
前
四
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
核
燃
料
税
の
賦
課
徴
収
に
係
る
文
書
の
様
式
に
つ
い
て
必
要
が

あ
る
と
き
は
、
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
各
様
式
に
つ
い
て
前
項
の
例
に
準
じ
て
所
要
の
調
整
を
加
え
た
様
式

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
こ
の
規
則
の
失
効
）

２　

こ
の
規
則
は
、
令
和
十
年
六
月
二
十
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

３�　

前
項
に
規
定
す
る
日
ま
で
に
条
例
の
規
定
に
よ
り
課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ
た
核
燃
料
税
に
つ
い
て
は
、

こ
の
規
則
の
規
定
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
日
以
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

様
式
第
１
号
（
第
５
条
関
係
）

　
　
　
　
　
　
　
　
申
　
告
　
書

核
燃
料
税
価
額
割
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
修
正
申
告
書

受
印

付
宮
　
城
　
県
　
知
　
事
　
殿

�
年
　
　
月
　
　
日

※処理事項

発
信
年
月
日

精
　
査

検
　
算

通
信
日
付
印

確
認
印

発
電
用
原
子
炉

設
　
置
　
者

所
在
地

名
称
及
び

代
表
者
氏
名

法
人
番
号

こ
の
申
告
の
担
当
部
課
名

及
び
担
当
者
氏
名
部
課
名
�

担
当
者
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
電
話
（
　
　
　
）
　
　
　
局
　
　
　
　
番

区
　
　
　
　
　
　
　
分

課
税
標
準

税
　
率

税
　
　
　
額

申
告
額
又
は
修
正
申
告
額
　
①

円
8.5
　
　
100

円

こ
の
申
告
が
修
正
申
告
で
あ
る
　
②

場
合
は
既
に
納
付
の
確
定
し
た
額

8.5
　
　
100

こ
の
申
告
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
　
③

課
　
税
　
標
　
準
　
に
　
関
　
す
　
る
　
明
　
細

課
税
対
象
核
燃
料
（
新
規
挿
入
分
）

発
電

用
原

子
炉

設
置

場
所

挿
入
核
燃
料

の
　
体
　
数

�
④

核
燃
料
の
単
価

�
⑤

核
燃
料
の
金
額

（
課
税
標
準
額
）

（
④
×
⑤
）
⑥

名
称

体
円

円
発
電
用
原
子
炉
へ
の

核
燃
料
挿
入
年
月
日

年
　
月
　
日
か
ら

年
　
月
　
日
ま
で

使
用
前
事
業
者
検
査
確
認
日

又
は
定
期
事
業
者
検
査
終
了
日

年
　
月
　
日

課
　
税
　
対
　
象
　
外
　
核
　
燃
　
料

再
挿
入
分
体
数
　
⑧

体

既
挿
入
分
体
数
　
⑨

　
　計
　
⑦

平
均
単
価

計
（
課
税
標
準
額
）
挿
入
核
燃
料
の
合
計
体
数

（
⑦
＋
⑧
＋
⑨
）
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様
式
第
２
号
（
第
５
条
関
係
）

　
　
　
　
　
　
　
　
申
　
告
　
書

核
燃
料
税
出
力
割
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
修
正
申
告
書

受
印

付
宮
　
城
　
県
　
知
　
事
　
殿

�
年
　
　
月
　
　
日

※処理事項

発
信
年
月
日

精
　
査

検
　
算

通
信
日
付
印

確
認
印

発
電
用
原
子
炉

設
　
置
　
者

所
在
地

名
称
及
び

代
表
者
氏
名

法
人
番
号

こ
の
申
告
の
担
当
部
課
名

及
び
担
当
者
氏
名
部
課
名
�

担
当
者
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
電
話
（
　
　
　
）
　
　
　
局
　
　
　
　
番

区
　
　
　
　
　
　
　
分

課
税
標
準

税
　
率

税
　
　
　
額

申
告

額
又

は
　
　

修
正

申
告

額
　
①
運
転

千
kW

22,300円
円

廃
止

11,150円
合
計

こ
の
申
告
が
修
正
申
　
　
�

告
で
あ
る
場
合
は
既
に
　
②
�

納
付
の
確
定
し
た
額
　
　

運
転

22,300円
廃
止

11,150円
合
計

こ
の
申
告
に
よ
り
　
③
�

納
付
す
べ
き
税
額
　
　
運
転
廃
止
合
計

課
　
税
　
標
　
準
　
に
　
関
　
す
　
る
　
明
　
細

発
電
用
原
子
炉
の
設
置
場
所

発
電
用
原
子
炉
の

名
　
　
　
　
　
称

課
　
税
　
期
　
間

課
　
　
　
税
　
　
　
標
　
　
　
準

備
考

熱
　
出
　
力

�
④

課
税
期
間
が
３
月
に
満
た
な
い
場
合

課
税
期
間

の
　
月
　
数

　
　
　
　
⑤

熱
　
出
　
力

④
×
⑤

　
　
�　
３

年
　
月
　
日
か
ら

年
　
月
　
日
ま
で

千
kW

月
千
kW

年
　
月
　
日
か
ら

年
　
月
　
日
ま
で

年
　
月
　
日
か
ら

年
　
月
　
日
ま
で

合
　
計

様
式
第
３
号
（
第
５
条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

発
電
用
原
子
炉
設
置
者

　
所
　
　
在
　
　
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
名
称
（
法
人
名
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

核
燃
料
税
（
価
額
割
・
出
力
割
）
更
正
決
定
通
知
書
兼
徴
収
金
納
額
告
知
書

　
　
　
　
　
　
第
276条

　
地
方
税
法
　
第
278条

　
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
　
更
正
・
決
定
　し
た
の
で
、
通
知
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
第
279条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
算
金
を
決
定
　

申
告
書
提
出
期
限

年
　
　
月
　
　
日

申
告
書
提
出
日

年
　
　
月
　
　
日

発
電
用
原
子
炉

の
名

称
条
例
第
３
条
第
２
項
の
日

又
は
課
税
期
間
の
末
日

年
　
　
月
　
　
日

区
　
　
　
　
　
　
　
分

課
税
標
準

税
　
率

税
　
　
　
額

更
正

・
決

定
額

円

既
に
納
付
の
確
定
し
た
額

過
不

足
額

（
イ
）

過
少

申
告

加
算

金
（
ロ
）

不
申

告
加

算
金

（
ハ
）

重
加

算
金

（
ニ
）

（（
イ
）＋（
ロ
）＋（
ハ
）＋（
ニ
））
　合
　
　
　
計

（
備
考
）

１
�　
上
記
の
納
付
す
べ
き
不
足
税
額
及
び
加
算
金
に
つ
い
て
は
、
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で
に
同
封
の
納
付

書
に
よ
り
、
納
付
書
記
載
の
納
付
場
所
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

２
�　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
３
か
月
以
内
に
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

３
�　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
の
裁
決
を
経
た
後
に
、
審

査
請
求
の
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て

仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
次

に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
審
査
請
求
の
裁
決
を
経
る
こ
と
な
く
、
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
取
消
し
の
訴
え
を
提

起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
⑴
　
審
査
請
求
を
し
た
日
か
ら
３
か
月
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
。

　
⑵
�　
処
分
、
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
じ
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ

る
と
き
。

　
⑶
　
そ
の
他
決
定
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。
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�

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
六
月
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
六
号

　
　
　

�

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
五
号
の
二
（
そ
の
三
）（
表
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（5）　令和５年６月19日　月曜日 号外第21号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
５
号
の
２

（そ
の
３

）

様
式

第
５

号
の

２
（

そ
の

３
）

 

(
表

) 

 
 

 
 

 
自

動
車

税
督

促
状

 

印
 

 
 

 

 
 

 
 

裏
面

も
ご

覧
く

だ
さ

い
。

 

 
 

年
度

自
動

車
税

種
別

割
 

 
 

 
 

 

 
 

登
録

番
号
 
 

 

納
付

番
号
 
 

 
確

認
番

号
 
 
 

納
期

限
 
 

 

税
額

 
円

 

 
 

上
記

の
と

お
り

未
納

と
な

つ
て

い
ま

す
か

ら
至

急
納

め
て

く
だ

さ
い

。
 

行
き

違
い

に
よ

り
，

既
に

納
め

ら
れ

た
方

に
も

本
状

が
送

達
さ

れ
る
こ

と
が

あ
り

ま
す

の
で

御
了

承
く

だ
さ

い
。

 

(
裏

面
も

ご
覧

く
だ

さ
い

。
) 

↓
 

下
の

部
分

を
切

り
取

り
，

裏
面

の
各

納
付

場
所

に
て

納
付

願
い

ま
す

。
こ

の
書

面
は

，
領

収
証

書
等

と
と

も
に

大
切

に
保

管
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 
 

 
 

ゆうちょ銀行又は郵便局・ＡＴＭで納付の場合は、左側二枚をご使用ください。 

領
収

証
書

 
 

 
 

 
 

 
 

7
7
 

 
 

 
 

宮
城

県
 

 
領

収
済

通
知

書
 

公
 

 
 

 
 

 
 

  切り取らないでお出しください。 

自
動

車
税

納
付

書

兼
振

替
払

込
請

求
書

兼
受

領
証
 

公
 

 
 

 

継続検査(構造等変更検査)用としてご使用される際にお切り離しください。 

自
動

車
税

納
税

証
明

書
 

(
継
続

検
査
(
構

造
等

変
更

検
査
)
用
)
 

 下
記

登
録

番
号
の

自
動

車
に
つ

い
て
，
自

動
車

税
種

別
割

の
滞

納
が

な
い

こ
と

を
証

明
し

ま
す
。
な

お
，
登

録
番
号

，
有
効
期

限
及

び
領

収
日

付
印
が

な
い

も
の
は

無
効
で

す
。
 

 ※
こ

の
証

明
書

は
継

続
検

査
(
構
造

等
変

更
検

査
)
に

必
要

で
す
か

ら
車

検
証
と

一
緒

に
大
切

に
保
管

し
て

く
だ
さ

い
。
 

 
 

通
常

払
込

料
金

加
入

者
負

担
 

 
 

 
 

 

 
加

入
者

名
 
宮

城
県

・
取

扱
者

 

宮
城

県
会

計
管

理
者

 
口

座
記

号
番

号
 

0
0
13

0
―
8
―

96
70

87 
金
額

 
円

 

 
 

加
入

者
名

 
宮

城
県

・
取

扱
者

 
宮

城
県

会
計

管
理

者
 

 
 

 納
税

者
氏

名
 

口
座

記
号

 

番
号

 
0
0
13

0
―
8
―
96

70
87 

 
収

納
機

関

番
号

 
0
4
00

0 
納

付

番
号

 
 

 
確

認

番
号

 
 

 
納

付

区
分

 
 

 

納
付

番
号

 
 
 

 
年

度
 
 

 
税

目
 

 
 

 
 

 
 

 
 

確
認

番
号

 
 
 

納
付

区
分

 
 

 
納

付
番

号
 
 

 
 

 
課

税
事

務
所
 
 

 
納

期
限

 
 

 

 
 

 
登

録
番

号
 

  
(
車

台
番

号
) 

 
 

 
 

 
 

確
認

番
号

 
 

 
課

税
年

度
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

3
4 

 
 

税
額

 
円
 

 
 

 
 

延
滞

金
 

円
 

納
期

限
 
 

 

合
計

額
 

円
 
 

 
税

額
 

円
 

 
有

効
期

限
 

納
期

限
 
 
 

延
滞

金
 

円
 

納
税

者

氏
名

 
 

 

 
 

合
計

額
 

円
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
百

 
十

 
億

 
千

 
百

 
十

 
万

 
千

 
百

 
十

 
円

 

延
滞

金
 

 

合
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
※

延
滞

金
欄

が
空

白
の

も
の

は
，

金
額

を
合

計
額

と
し

ま
す

。 

納
税

者
氏

名
 

領
収

日
付

印
 

 
 

印
 

 

 
 

 
 

上
記

金
額

を
領

収
し

ま
し

た
。
 

※
延

滞
金

欄
が

空
白

の
も

の
は

，
税

額
を

合
計

額
と

し
ま

す
。

 

 
 

領
収

日
付

印
 

 
 

 

ＣＶＳ収納用 

 
 

コ
ン

ビ
ニ

・
ス

マ
ホ

納
付

取
扱

期
限
 
 

 

課
税

事
務

所
 

領
収

日
付

印
 

 
 

領
収

日
付

印
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

収
入

印
紙

不
要
 

 
 

 
 

 

 
 

ゆ
う

ち
ょ

銀
行

又
は

郵
 

便
局

で
納

付
し

た
場

合
 

は
，

こ
の

書
面

が
領

収
 

証
書

と
な

り
ま

す
。

 

※
延

滞
金

欄
が

空
白

の
も

 

の
は

，
税

額
を

合
計

額
と

し
ま

す
。
 

(
金
融
機
関
又
は
CVS

保
管
) 

 
 

 
 

 

(
注

意
)
 

金
額

を
訂

正
し

た
場

合
，

コ
ン

ビ
ニ

エ
ン

ス
ス

ト
ア

で
は

納
付

で
き

ま
せ

ん
。

 

 
 

(
郵

便
局

／
金

融
機

関
C
VS

本
部

／
宮

城
県

保
管

)
 

 
 

 
(
納

税
者

保
管

) 

 
 

こ
の

受
領

証
は

，
大

切
に

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
(
納

税
者
保

管
) 

 

（
表
）

，
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（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
様
式
第
五
号
の
二
（
そ
の
三
）
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

改
正
後
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
様
式
第
五
号
の
二
（
そ
の
三
）
と
み
な
す
。

訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
九
号

　

宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
五
年
六
月
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

�

宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
九
条
の
三
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　

�　

た
だ
し
、
領
収
す
る
現
金
等
が
少
額
で
あ
り
、
か
つ
、
翌
営
業
日
ま
で
に
県
指
定
金
融
機
関
に
払
い
込
む
こ
と
が

効
率
的
で
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
領
収
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
営
業
日
以
内
に
、
県
指
定
金
融
機
関
に

払
い
込
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
七
十
八
条
第
一
項
中
「
核
燃
料
税
条
例
（
平
成
二
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
四
号
）」
を
「
核
燃
料
税
条
例
（
令

和
四
年
宮
城
県
条
例
第
七
十
四
号
）」
に
、「
核
燃
料
税
条
例
施
行
規
則
（
平
成
三
十
年
宮
城
県
規
則
第
八
十
二
号
）」

を
「
核
燃
料
税
条
例
施
行
規
則
（
令
和
五
年
宮
城
県
規
則
第
五
十
五
号
）」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
百
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
１１３号

核
燃

料
税

課
税

台
帳

兼
収

入
台

帳

発
電
用
原
子
炉

設
置
者

所
在
地

発
電
用

原
子
炉

設
置
場
所

名
称

名
称

条
例
第
３
条
第
２
項
の
日

又
は
課
税
期
間
の
末
日
調

定
年

月
日
課

税
標

準
税

率
税

額
収

入
年

月
日
収

入
額
未

収
入

額
収
入
年
月
日
延
滞
金
収
入
額

価　額　割

・
　
　
・

申
告

年
月

日
千
円

8.5　
100

・
　
・

・
　
・

・
　
・

・
　
・

・
　
　
　
・

・
　
・

・
　
・

修
更
正
年
月
日

8.5　
100

・
　
・

・
　
・

差
引
調
定
額

・
　
・

・
　
　
　
・

・
　
・

加
算
金
決
定
年
月
日
不
申
告
・
過
少
・
重

8.5　
100

・
　
・

督
促
状
発
付
年
月
日

・
　
　
　
・

・
　
・

・
　
　
・

出　力　割

・
　
　
・

申
告

年
月

日
千
kW

22,300円
・
　
・

・
　
・

・
　
・

・
　
・

11,150円
・
　
・

・
　
・

・
　
　
　
・

・
　
・

・
　
・

修
更
正
年
月
日

22,300円
・
　
・

差
引
調
定
額

・
　
・

11,150円
・
　
・

・
　
　
　
・

差
引
調
定
額

・
　
・

加
算
金
決
定
年
月
日
不
申
告
・
過
少
・
重

22,300円
・
　
・

督
促
状
発
付
年
月
日

・
　
　
　
・

11,150円
・
　
・

・
　
　
・



号外第21号　令和５年６月19日　月曜日 （8）宮　　城　　県　　公　　報
　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


